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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２５年７月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 平成２５年３月２８日 １４時５０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第３区の大黒ふ頭南東方沖 

 神奈川県横浜市所在の横浜大黒防波堤西灯台から真方位１４６°９

００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２６.５′ 東経１３９°４１.９′） 

インシデント調査の経過  平成２５年３月２９日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか 1人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

監視艇 たいかい、６９トン 

 １４１８６２、財務省 

 ２８.５０ｍ（Lr）×５.５０ｍ×３.０３ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関２基、２,６０４kＷ（合計）、平成２５年３月１２

日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５８年８月２９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１月２３日 

  免状有効期間満了日 平成２９年３月１６日 

機関長 男性 ５５歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５３年１２月１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１２月４日 

  免状有効期間満了日 平成３０年２月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、同乗者１１人を乗

せ、習熟訓練のため、停泊している京浜港横浜第１区の新港ふ頭を出

航し、反時計回りに横浜航路、鶴見航路を通航して新港ふ頭に戻る周

回航海の予定であり、停泊中、両舷主機並びに１号及び２号発電機共

に停止していた。 

本船は、平成２５年３月２８日１３時１５分ごろ２号発電機を、１
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３時２５分ごろ両舷主機をそれぞれ始動し、１３時３０分ごろ新港ふ

頭を出航して１回目の周回航海を行い、１４時００分ごろ新港ふ頭に

戻り、両舷主機を停止したが、次の周回航海のために２号発電機を運

転していた。 

本船は、２回目の周回航海のために両舷主機を始動したのち、１４

時３０分ごろ新港ふ頭を出航し、大黒ふ頭南東方沖を南東進中、１４

時５０分ごろ、ブリッジの機関監視盤の右舷主機燃料油圧低下の警報

が鳴ったので、ブリッジで当直中の機関長が機関室に点検に向かった

ところ、両舷主機が停止した。 

機関長は、警報が鳴って点検に向かった際、一等機関士に機関室右

舷側前部に設けられた燃料油重力タンク（以下「重力タンク」とい

う。）の油量を確認させたところ、重力タンクが空であったが、‘電動

モーター駆動の重力タンク補給用燃料移送ポンプ’（以下「移送ポン

プ」という。）の電源スイッチが入っており、自動、手動切替えスイ

ッチ（以下「切替スイッチ」という。）が自動となっていたことを確

認した。 

機関長は、切替スイッチを手動側に切り替えて移送ポンプを運転し

たが、すぐに運転中の２号発電機が停止して船内電源を喪失（ブラッ

クアウト）し、移送ポンプが停止した。 

機関長は、ブリッジに戻り、ブリッジ前部に設置された操船コンソ

ールの右舷寄りの下方にある電源スイッチ集合盤（主機等のモニタ

ー、レーダー等の航海計器、操舵装置、厨房機器等の各電源スイッチ

が備え付けられたもの。以下「集合盤」という。）内の重力タンク警

報と表示された電源スイッチ（以下「本件スイッチ」という。）を確

認したところ、本件スイッチが切となっていた。 

機関長は、ブラックアウトしたことから、移送ポンプでの重力タン

クへの燃料補給は不可能となったので、船底付き燃料タンクの取出し

バルブの配管を外してバケツに燃料油を入れ、重力タンクへ補給する

こととし、作業を始めた。 

一等航海士は、本船が運航不能となったので、運転不自由船である

ことを示す黒球の形象物２個を掲揚した。 

本船は、１５時００分ごろ海上保安庁へ通報して救助を求め、１５

時２５分ごろ来援した巡視艇でえい
．．

航されていたが、１５時４６分ご

ろ両舷主機の運転が可能となり、１５時５０分ごろ自力航行を開始

し、１６時００分ごろ新港ふ頭に着岸した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

本船は、平成２５年３月２１日に就航した監視艇であり、習熟訓練

中であった。 

本船の燃料油は、船底付きの燃料油タンクから移送ポンプによって
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重力タンクに補給され、重力タンクの下部に設けられた４個のバルブ

から配管により、それぞれの燃料フィルターを経由し、両舷主機並び

に１号及び２号発電機に供給されていた。 

重力タンクは、総容量が約４９０ℓであり、フロート式液面計（以

下「油面計」という。）がタンク上面に備えられていた。 

油面計には、油面の警報用及び移送ポンプの自動発停用のフロート

スイッチが同一のステム（案内棒）に装着されており、同スイッチ

は、油面警報の吹鳴及び移送ポンプの自動発停の両機能を備え、容量

約４４２ℓ以上の油面になれば上限警報の吹鳴を、約４３ℓ以下の油面

になれば下限警報の吹鳴を、約７８ℓ以下の油面になれば移送ポンプ

の始動を、約４１２ℓ以上の油面になれば移送ポンプの停止をそれぞ

れ行う機能となっていた。 

機関長は、ふだんから停泊中は必要のない装置の電源スイッチを切

ることとしており、本インシデント前日も入港後、船内電源から陸上

電源に切り替える際、本件スイッチを切っていた。   

本船は、出港準備をする際、就役して間もないので、機関長が、作

業手順を覚えるため、集合盤の各スイッチを入れており、本インシデ

ント当日は、１３時頃、出港準備のため、機関長が、各スイッチを入

れる作業を行ったが、船内電源を喪失した際の点検において、本件ス

イッチが切となっていたので、出港準備の際、本件スイッチを入れ忘

れていたことが分かった。 

本船は、就航直後であり、機関関係の出港準備作業等のチェックリ

ストが作成されていなかった。 

本船は、就航した日から本インシデント前日の２７日までの毎日、

切替スイッチが自動側にされ、本件スイッチが入れられており、移送

ポンプの自動運転による重力タンクへの燃料油の補給が確認されてい

た。 

機関長は、本件スイッチが切となっていた場合、油面計が作動せ

ず、移送ポンプが自動発停しないとは思っていなかった。  

機関室の見回りについては、機関長は、１回目の周回航海の出港時

に行い、重力タンクのレベル計の油面を見ていなかったが、一等機関

士が、１回目と２回目の周回航海の出港時にレベル計の油面の確認を

行い、異常はなかった。 

主機の燃料消費量は、常用速力による両舷主機の約１時間の運転で

約５００ℓであった。 

 機関長は、本インシデント後、重力タンクの油面を確認した際、油

面がレベル計の表示範囲以下であり、両舷主機、２号発電機の燃料ポ

ンプ等にエアーが混入していたことを確認した。  

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

なし 

 本船は、京浜港横浜第３区の大黒ふ頭南東方沖を南東進中、本件ス

イッチが入れられていなかったことから、移送ポンプが自動発停する

ことなく、重力タンクへの燃料の補給がなされず、重力タンクの油面

が取出しバルブ取付け位置となり、両舷主機及び２号発電機の燃料油

系統に空気を吸って両舷主機の運転ができなくなり、運航不能になっ

たものと考えられる。 

 機関長は、本インシデント発生当日の出港準備時、機関関係の出港

準備作業用チェックリストを作成していれば、本件スイッチを入れ忘

れることを防止できた可能性があると考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、京浜港横浜第３区の大黒ふ頭南東方沖

を南東進中、本件スイッチが入れられていなかったため、移送ポンプ

が自動発停することなく、重力タンクへの燃料の補給がなされず、重

力タンクの油面が取出しバルブ取付け位置となり、両舷主機及び２号

発電機の燃料油系統に空気を吸って両舷主機の運転ができなくなった

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関関係の出港準備作業用チェックリスト等を作成し、確実に作

業を行うこと。 

・電源のスイッチの表示板には、正確な内容で表示すること。   

 

 


